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生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業） 

 

２０２５年１０月７日 

（名称）町田市地域公共交通会議 
 

１．生活交通改善事業計画の名称 

 ２０２５年度町田市ノンステップバス導入計画 

 

２．バリアフリー化設備等整備事業の目的・必要性 

 町田市では、２０２２年３月に策定した「町田市都市づくりのマスタープラン」（交通編）

において、『日常的な移動を多様な担い手・手段で支え、移動しやすい持続可能な交通環境

をつくること』を基本方針として、高齢者や障がい者が安全・安心に移動できる公共交通の

実現に向けて、バリアフリー化の推進に取り組むこととしている。 

 このことから、誰もがバスを利用しやすい環境を整備することを目的として、市民の移動

の安全性を確保するとともに移動の円滑化を図るため、ノンステップバスの導入を促進す

る。 

 

３．バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果 

（１）事業の目標 

 町田市において、国の「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の整備目標であるノンス

テップバス導入率約８０％を達成しているが、今後もノンステップバス導入率を段階的に上

げ、市内全域でのノンステップバスの運行を目指す。 

 

（２）事業の効果 

 ノンステップバスを導入することで、高齢者や障がい者など誰もがバスに乗降しやすくな

り、移動にあたっての負担が軽減され、利用者の移動円滑化や利便性向上が図られるととも

に、バス利用者の増加に寄与する。 

 
 

４．バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者 

（１）事業の内容：実施事業者（補助対象事業者） 

（内容） 

・ノンステップバスの導入 大型５３台・中型４台：神奈川中央交通株式会社 

 

（実施事業者（補助対象事業者）の身体・知的・精神の３区分における運賃割引率について） 

・神奈川中央交通株式会社  

身体：普通旅客運賃 ５割、定期旅客運賃 ３割 

知的：普通旅客運賃 ５割、定期旅客運賃 ３割 

精神：普通旅客運賃 ５割 
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（２）関連事項（以下、〈 〉内の事業に該当する場合に記載） 

〈バス車両の導入に係る事業〉 

町田市内を運行するバス事業者の営業所におけるノンステップバスの導入台数 

（２０２５年４月１日時点） 

・ノンステップバス：７２４台 

・乗合バス車両の総車両台数：８５８台 

 

 

５．バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

２０２５年度（当該年度） 

事業の名称 
総事業費 

割合 

国費 

割合 

都道府県 

負担割合 

市区町村 

負担割合 

事業者 

負担割合 

ノンステッ

プバス導入 

1,406,869千円 0千円 千円 千円 1,406,869 千円 

１００％ ０％ ％ ％ １００％ 

合 計 
1,406,869千円 0千円 千円 千円 1,406,869 千円 

１００％ ０％ ％ ％ １００％ 

※総事業費については見込み額を記載 

 

６．計画期間 

 

以下項目別に概ねの着手・実施期間を矢印（←→）、または横棒線（―――）で記載。 

●で年度ごとの事業着手日、事業完了日を記載 

 

 
事業の名称 

２０２５年度 

４月       ６月             ９月            １２月          ３月 

ノンステップ 

バスの導入 

 

 

 

 

  

 

７．協議会の開催状況と主な議論  

・２０１６年 ４月 １日    町田市地域公共交通会議設置 

・２０２２年 ３月          町田市都市づくりのマスタープラン策定 

・２０２５年 ９月２２日    第３４回町田市地域公共交通会議（書面会議） 

・２０２５年度事業計画について協議。事業計画の確定。 

                ・２０２４年度事業計画の実績報告 

２月２８日完了 

交付決定後着手 ５７台購入 



   

 

3 

 

８．利用者等の意見の反映 

町田市では、福祉のまちづくりの事業計画であるバリアフリー基本構想を定めており、駅

を中心とした地区の面的かつ一体的なバリアフリー整備を進めている。 

基本構想策定及び改定の際は、学識経験者、路線バス事業者、障がい当事者や高齢者等で

構成される部会を設置し、当事者と路線バス事業者等の施設管理者での意見交換、まち歩き

点検や市民意見募集を行った上で、路線バスのノンステップバス導入等を明記した基本構想

を策定している。 

 ・成瀬駅周辺地区バリアフリー基本構想（２０２５年３月改定） 

 ・相原駅周辺地区バリアフリー基本構想（２０２４年３月改定） ほか８地区 

 

本事業計画については、利用者等の意見を反映した基本構想に基づき策定します。 

 

 

９．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県  

関係市区町村 町田市都市づくり部交通事業推進課（事務局） 

交通事業者・交通施

設管理者等 

（一社）東京バス協会、神奈川中央交通（株）、小田急バス（株）、 

京王電鉄バス（株）、神奈中タクシー（株）、東京都南多摩東部建設事

務所、警視庁町田警察署、警視庁南大沢警察署 

地方運輸局 関東運輸局東京運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 
東洋大学教授、町田駅タクシー待機運営協議会、利用者代表等 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

 

（住 所）東京都町田市森野２－２－２２     

（所 属）町田市都市づくり部交通事業推進課   

（氏 名）安藤・佐藤              

（電 話）０４２－７２４－４２６１       

（e-mail）toshi110@city.machida.tokyo.jp    

mailto:toshi110@city.machida.tokyo.jp

